
た免許証
●�持参するもの＝操縦免許証、認
印　＊下記に該当する方は住民票
（本籍記載）が必要。

①�住所記載のない「海技免状」を
お持ちの方

②�住所記載のある「操縦免許証」
をお持ちの方で、記載事項に変
更のある場合（合併による市町
村名変更の場合は不要）

●�料金（送料、写真代含む）
・更新講習＝９，０００円
・失効講習＝１５，０００円
●�問い合わせ先＝入枝海事事務所
☎０９９‐２８１‐７７５３

①１級小型船舶講習（４日間）
●�学科＝３月２９日（金）〜４月１日
（月）

●実技＝３月３０日（土）
＊午前・午後の部をいずれか選択。
●�講習料＝１４７，０００円（ペア
割・ＧＯＧＯ割１３９，０００円）

②２級小型船舶講習（土・日）
●�学科＝３月３０日（土）〜３１日
（日）

●実技＝１級と同じ
●�講習料＝１２４，０００円（ペア
割・ＧＯＧＯ割１１７，８００円）

③特殊小型（水上バイク）
●�学科＝３月３０日（土）〜３１日
（日）

●実技＝３月３１日（日）
●�講習料＝７４，０００円（ペア割・
ＧＯＧＯ割７０，３００円）

④進級（１級小型船舶）
●�学科＝３月３０日（土）〜３１日
（日）

●実技＝なし
●�講習料＝４３，０００円（ペア割・
ＧＯＧＯ割４０，８５０円）

●�会場＝①〜④まですべて串間市
内を予定

●その他＝ＧＯＧＯ割は５５歳以上。
＊�友人など３名以上の申し込みで
さらに割引あり（７％引き）。
●�問い合わせ先＝鹿屋海技☎０９
９４−４３−２８５３

●�その他＝公営住宅については、
民間住宅とは違い、いろいろな
条件があります。詳細はお問い合
わせください。
●�問い合わせ先＝都市建設課建築
住宅係☎内線４１４・４１５

　中小企業金融円滑化法（以下
「円滑化法」）が今年３月末に期限
を迎えるにあたり、円滑化法の期限
到来後における金融庁の検査・監
督の方針を以下のとおり示します。
●金融機関の役割＝金融機関が貸
付条件の変更や円滑な資金供給に
努めるべきということは、円滑化法
の期限到来後においても何ら変わ
りません。
●�検査・監督の対応＝金融検査・
監督の目線やスタンスは、円滑化
法の期限到来後もこれまでと何
ら変わりません。

●�借り手の課題解決＝借り手が抱
える経営課題の解決には相応の
時間がかかるものであり、今年３
月末までに何らかの最終的な解
決を求めるというものではありま
せん。

＊�詳細は金融庁ホームページでご
確認ください。

　野生鳥獣と人との共存を図るた
め、農林業者が被害防止対策（イノ
シシ用電気防護柵）の設置に要す
る経費の補助について募集します。
＊�本事業は平成２５年３月市議会
にて予算の議決が必要となります。
ご留意ください。
●�内容＝防護柵２段張り、延長２５０ｍ
●�補助額＝県が定める標準経費
（最大８万円）の３分の２

●申込期限＝３月２５日（月）
＊午後５時まで
●�申込方法＝市役所に来庁の上、
お申し込みください（過去に連絡
などの不備で、事業が実施でき

なかった事例があります）。
●�その他＝申込多数の場合には、
補助要件を満たすものから優先
的に採択します。なお、市税およ
び市公共料金の滞納がある場合
には採択できません。�補助金は
事業完了後、精算払いにて交付
します。�
●�問い合わせ先＝農林水産課☎内
線４２４・４２６

●受験資格
・�昭和５８年４月２日〜平成４年４
月１日生まれの者
・�平成４年４月２日以降生まれの者
で次に掲げるもの
＊�①大学を卒業した者および平成
２６年３月までに大学を卒業する
見込みの者②人事院が①に掲げ
る者と同等の資格があると認め
る者
●試験の程度＝大学卒業程度
●受付期間
・�インターネット＝４月１日（月）〜
１１日（木）
・�郵送または持参＝４月１日（月）〜
２日（火）
●�問い合わせ先＝宮崎労働局総務
部総務課人事係☎０９８５−３８
−８８２０

　４月１日から、古い診察券（青
色）が使えなくなります。古い診察
券をお持ちの方は、市民病院の窓
口で現在の診察券（ピンク色）と交
換してください。� �
●�問い合わせ先＝串間市民病院
☎７２−１２３４

●日時＝３月１６日（土）午後２時
●�場所＝串間市アクティブセンター
研修室

●�対象＝有効期限が１年２カ月以
内に切れる免許証および失効し

お知らせの
ページ
市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111

Information
●�認定期間＝申請月から平成２５
年６月末まで

負担限度額認定
　居住費や食費は、利用者と施設
との契約によることが原則となりま
すが、世帯状況・収入状況により負
担額が軽減されます。
●�対象サービス＝介護福祉施設
サービスおよび短期入所生活介
護、短期入所療養介護

●�認定期間＝申請月から平成２５
年６月末まで

●�問い合わせ先＝医療介護課介護
保険係☎７２−０３３３（内線５１
５・５１６）

　串間史談会では、春の史跡めぐ
りを実施いたします。参加を希望さ
れる方はご連絡ください。
●日時＝３月１７日（日）
●集合＝串間市民総合体育館前
●�内容＝①山之口人形浄瑠璃館実
演見学②高城郷土資料館③旧後
藤家④春日神社
●参加料＝交通費２，５００円
＊入館料、食事代は個人負担。
●申込締切＝３月１０日（日）
●�問い合わせ先＝串間史談会事務
局（清水さん）☎７２−３３０９

　現在、市では寺里地区に寺里さく
ら住宅（Ｂ棟）の建設を行っていま
す。平成２４年度は１棟（１１戸）を
建設中で３月末の完成予定です。
　完成に先がけ、入居者募集を行
います。
●�住戸タイプ（１１戸）＝２ＤＫ−Ａ、
床面積５１．６㎡

●家賃＝１９，１００円〜
＊�入居予定者の収入で変動あり（収
入状況によっては、入居できない
場合もあります）。�
●募集締切＝３月１５日（金）
●受付場所＝都市建設課
＊�時間＝午前９時〜１１時、午後１
時〜４時まで（平日のみ）

　転出や転入などの手続きをしたく
ても仕事の都合などでできない方
のために、下記のとおり窓口を開設
します。受付事務は、転出、転入ま
たは転居をされる方の一部手続き
に限らせていただきます。また、支
所は開設しておりませんのでご了承
ください。
●�窓口開設（本庁のみ）日時＝３月
３０日（土）、３１日（日）
＊午前９時〜午後４時まで
●窓口開設課および受付内容
（市民生活課）
・�転出、転入、転居の届出に関する
事務
・国民年金に関する事務
・家庭ごみに関する事務
●�問い合わせ先＝市民生活課☎内
線２２３・２２４

　現在、７５歳以上の方に交付して
います被保険者証の有効期限は、
平成２５年３月３１日までとなってお
ります。これに伴い、新しい被保険
者証は３月半ば以降、有効期限まで
に郵送されます（宮崎県後期高齢
者医療広域連合より送付）。
　今まで使用されていた被保険者
証は、４月１日からはお使いいただ
けません。お気を付けください。
●�問い合わせ先＝医療介護課医療

保険係☎７２−０３３３（内線５１８）

　介護保険料の負担が困難な方で、
下記の要件すべてに該当する方は
ご相談ください。
●�要件＝①申請者の属する世帯の
世帯員すべてに市民税が課せら
れていない②市民税課税者に扶
養されていない③自宅以外に処
分可能な資産を所有していない
④１人世帯で年間収入額が４８
万円以下、世帯員が１人増すごと
に３８万５千円を加算した額以下
⑤預貯金が（１人世帯）５０万円
以下、（２人世帯以上）１００万円
以下

●�減免される額＝申請日の属する
年度分の保険料額を第１段階の
保険料額の２分の１に減免

●�問い合わせ先＝税務課国保・介
護賦課係☎内線２６３・２６４

社会福祉法人等介護保険利用者
の負担軽減
　次の要件すべてに該当する方の
利用者負担を軽減します。
●�要件＝①申請者の属する世帯の
世帯員すべてに市民税が課せら
れていない②市民税課税者に扶
養されていない③自宅以外に処
分可能な資産を所有していない
③年間収入金額が（一人世帯）１
５０万円以下、世帯員が一人増す
ごとに５０万円を加算した額以下
④預貯金が（一人世帯）３５０万
円以下、世帯員が１人増すごとに
１００万を加算した額以下⑤保険
料を滞納していない

●�軽減対象サービス＝社会福祉法
人が提供する訪問介護、通所介
護、短期入所生活介護および介
護福祉施設サービス

●�軽減の程度＝軽減対象サービス
利用者負担・食費・居住費の２５％
（老齢福祉年金受給者は利用者
負担・食費・居住費の５０％）を軽減

お知らせ

後期高齢者医療被保険者証
の交付について

休日に転出・転入の届出が
できます

中小企業金融円滑化法の期限到来
後の検査・監督方針について

平成25年度
労働基準監督官採用試験

小型船舶操縦免許証
更新・失効講習会

介護保険料の減免について

市営住宅入居者募集
串間市民病院からのお知らせ

ボート免許取得（試験免除）

介護サービス利用料の
軽減・負担限度額について

串間史談会
春の史跡めぐりのご案内

平成25年度
電気防護柵設置支援の要望調査
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